




別表１　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（基本給及び賞与の関係）
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10年 20年

１ プログラマー
※１

通達に定める賃金構
造基本統計調査 1,160 1,349 1,449 1,538 1,632 1,885 2,339

２ 地域調整
※２

（北海道）
91.7 1,064 1,237 1,329 1,410 1,497 1,729 2,145

記入上の注意
　※１　	賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計の対応する職種について、基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値別の数値を記載
　※２　派遣先事業所の所在する場所に応じて、通達に定める地域指数を乗じた数値を記載

別表２　対象従業員の基本給及び賞与の額

等級 職務の内容 基本給額
（※１）

賞与額
（※２）

合計額
（※４

対応する一般の労働
者の平均的な賃金の
額（※３）

対応する一般の
労働者の能力・
経験

Ａ
ランク

上級プログラマー（AI関係等
高度なプログラム言語を用い
た開発）

1,600 ～ 320 1,920

≧

1,729 １０年

Ｂ
ランク

中級プログラマー（Webアプ
リ作成等の中程度の難易度
の開発）

1,250 ～ 250 1,500 1,410 ３年

Ｃ
ランク

初級プログラマー（Excelのマ
クロ等、簡易なプログラム言
語を用いた開発）

1,000 ～ 200 1,200 1,064 ０年

（備考）
　１　	賞与については、半期ごとの勤務評価の結果により、Ａ評価（標準より優秀）であれば基本給額の25％相当、Ｂ評価（標準）であれば基本給額の

20％相当、Ｃ評価（標準より物足りない）であれば基本給額の15％相当を支給する。
　２　	未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、Ｃ評価（標準より物足りない）とみなして支給する。
　３　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、賞与額は標準的な評価であるＢ評価の場合の額によることとする。
記入上の注意
　※１　	派遣労働者の基本給及び各種手当（賞与、超過勤務手当、通勤手当（分離して比較する場合）及び退職手当を除く）の合計を時給換算したもの

を記載。勤務評価の結果、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、１～３％の範囲で能力手当を加算
　※２　賞与額は半期ごとの支給であったとしても時給換算したものを記載
　※３　	それぞれの等級の職務の内容が何年の能力・経験に相当するかの対応関係を労使で定め、それに応じた同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金の額を記載
　※４　	基本給額と賞与額の合計額を記載。この合計額が対応する同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上になっている

ことを確認

　※　	協定締結後に厚労省が公表する賃金データが改訂された場合、別表２と別表４に定める賃金の額は、改訂後の同種の業務に従事する一般の労
働者の平均的な賃金の額と同額以上であることを確認した旨の書面を添付すること。

別表３　同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（退職手当の関係）
勤続年数 ３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

支給率
（月数）

自己都合退職 0.8 1.3 2.9 5.0 7.2 10.1 12.4 14.0
会社都合退職 1.2 1.8 3.8 6.2 8.7 11.6 14.1 15.7

（資料出所）　	「平成28年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）における退職金の支給率（モデル退職金・大学卒）に、同調査において退職手当制度が
あると回答した企業の割合をかけた数値として通達で定めたもの　

	
別表４　対象従業員の退職手当の額

勤続年数
３年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
25年未満

25年以上
35年未満

支給月数
自己都合退職 1.0 3.0 7.0 10.0 15.0
会社都合退職 2.0 5.0 9.0 12.0 17.0

別表３（再掲）
勤続年数 ３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

支給率
（月数）

自己都合退職 0.8 1.3 2.9 5.0 7.2 10.1 12.4 14.0
会社都合退職 1.2 1.8 3.8 6.2 8.7 11.6 14.1 15.7

（備考）
　１　退職手当については、退職時の基本給額に退職手当の支給月数を乗じて得た額を支給する。
　２　退職手当の受給に必要な最低勤続年数は３年とし、退職時の勤続年数が３年未満の場合は支給しない。

　※　	協定締結後に厚労省が公表する賃金データが改訂された場合、別表２と別表４に定める賃金の額は、改訂後の同種の業務に従事する一般の労
働者の平均的な賃金の額と同額以上であることを確認した旨の書面を添付すること。

≧
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都道府県労働局需給調整事業担当課（室）

労働局名 課室名 電話番号 労働局名 課室名 電話番号

北海道 需給調整事業課 011-738-1015 三　重 需給調整事業室 059-226-2165

青　森 需給調整事業室 017-721-2000 滋　賀 需給調整事業室 077-526-8617

岩　手 需給調整事業室 019-604-3004 京　都 需給調整事業課 075-241-3225

宮　城 需給調整事業課 022-292-6071 大　阪 需給調整事業第一課 06-4790-6303

秋　田 需給調整事業室 018-883-0007 兵　庫 需給調整事業課 078-367-0831

山　形 需給調整事業室 023-626-6109 奈　良 需給調整事業室 0742-88-0245

福　島 需給調整事業室 024-529-5746 和歌山 需給調整事業室 073-488-1160

茨　城 需給調整事業室 029-224-6239 鳥　取 職業安定課 0857-29-1707

栃　木 需給調整事業室 028-610-3556 島　根 職業安定課 0852-20-7017

群　馬 需給調整事業室 027-210-5105 岡　山 需給調整事業室 086-801-5110

埼　玉 需給調整事業課 048-600-6211 広　島 需給調整事業課 082-511-1066

千　葉 需給調整事業課 043-221-5500 山　口 需給調整事業室 083-995-0385

東　京
需給調整事業第一課 03-3452-1472 徳　島 需給調整事業室 088-611-5386

需給調整事業第二課 03-3452-1474 香　川 需給調整事業室 087-806-0010

神奈川 需給調整事業課 045-650-2810 愛　媛 需給調整事業室 089-943-5833

新　潟 需給調整事業室 025-288-3510 高　知 職業安定課 088-885-6051

富　山 需給調整事業室 076-432-2718 福　岡 需給調整事業課 092-434-9711

石　川 需給調整事業室 076-265-4435 佐　賀 需給調整事業室 0952-32-7219

福　井 需給調整事業室 0776-26-8617 長　崎 需給調整事業室 095-801-0045

山　梨 需給調整事業室 055-225-2862 熊　本 需給調整事業室 096-211-1731

長　野 需給調整事業室 026-226-0864 大　分 需給調整事業室 097-535-2095

岐　阜 需給調整事業室 058-245-1312 宮　崎 需給調整事業室 0985-38-8823

静　岡 需給調整事業課 054-271-9980 鹿児島 需給調整事業室 099-803-7111

愛　知 需給調整事業第一課 052-219-5587 沖　縄 需給調整事業室 098-868-1637

　都道府県労働局　問い合わせ先
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企画調整統括委員会

氏名
（敬称略・五十音順）

所属
（2019 年３月末現在）

座長 今野浩一郎 学習院大学経済学部�名誉教授

委員 上野　隆幸 松本大学総合経営学部総合経営学科�教授

佐藤　　厚 法政大学キャリアデザイン学部�教授

島貫　智行 一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻�教授

田口　和雄 高千穂大学経営学部�教授

西岡　由美 立正大学経営学部�教授

松浦　民恵 法政大学キャリアデザイン学部�准教授

労働者派遣業企画調整委員会

氏名
（敬称略・五十音順）

所属
（2019 年３月末現在）

座長 今野浩一郎 学習院大学経済学部�名誉教授

委
員

使用者側
野村　浩和 日本人材派遣協会�事務局長

新宅　友穂 日本生産技能労務協会�専務理事

労働者側
梅田　　弘 ＵＡゼンセン人材サービスゼネラルユニオン�会長

内田　幸雄 電機連合�書記次長

事務局

みずほ情報総研株式会社�社会政策コンサルティング部
PwCコンサルティング合同会社�公共事業部

同一労働同一賃金の実現に向けた導入促進事業　委員名簿
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MEMO
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　【厚生労働省委託事業】
●お問い合わせ先
　厚生労働省
　職業安定局　需給調整事業課
　TEL　03-5253-1111（内線 5745）
　雇用環境・均等局　有期・短時間労働課
　TEL　03-5253-1111（内線 5275）
●企画・制作
　みずほ情報総研株式会社	社会政策コンサルティング部
　PwCコンサルティング合同会社	公共事業部

　【著作権について】
　本マニュアルに関しての著作権は、厚生労働省が有しています。
　本マニュアルの内容については、転載・複製を行うことができます。転載・複
製を行う場合は、出所を明記してください。
　なお、商用目的で転載・複製を行う場合は、あらかじめ厚生労働省　雇用環境・
均等局　有期・短時間労働課（03-5253-1111＜内線 5275＞）までご相談く
ださい。

　【免責事項】
　本マニュアルの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、厚生労
働省は、利用者が本紙の情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うも
のではありません。

2019 年 3 月作成
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